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財政健全化判断比率
　自治体の財政破綻を未然に防ぐため、国が財政状況を
より詳しく把握し、悪化した団体に対して早期に健全化
を促すため、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律
（財政健全化法）」が平成21年４月に施行されました。
　市では、財政破綻を未然に防ぐため毎年度、新しい財
政指標（健全化判断比率および資金不足比率）を算定し
ています。
　平成22年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足
比率は下表のとおりです。

指　標 本　市 早期健全化基準

実 質 赤 字 比 率 －％ 13.27％

連結実質赤字比率 －％ 18.27％

実 質 公 債 費 比 率 13.7％ 25.0％

将 来 負 担 比 率 109.4％ 350.0％

資金不足比率
資金不足の
会計なし

（経営健全化基準）
20.0％

※「－％」は赤字額がないことを表しています。
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実質赤字比率…福祉、教育、まちづくりなどを行う地方公共団
体の一般会計などの赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の
度合いを示すもの。
連結実質赤字比率…すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方
公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全
体としての財政運営の悪化の度合いを示すもの。
実質公債費比率…借入金（地方債）の返済額およびこれに準じ
る額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示すもの。
将来負担比率…地方公共団体の一般会計などの借入金（地方債）

や将来支払っていく可能性のある負担などの現時点での残高を
指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すもの。
資金不足比率…公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模で
ある料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度
合いを示すもの。
早期健全化基準…地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況そ
の他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的に
その財政の健全化を図るべき基準。４つの指標のうち１つでも
基準以上になると「早期健全化団体」に指定されます。

市の借入（市債）はいくら？
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314億
6,044万円

平成22年度決算の概要

取手市外２市火葬場組合　0.02％
　626万円

常総衛生組合　0.23％
　7,263万円

取手地方広域下水道
組合　22.18％
　69億7,831万円

一般会計　44.32％
  139億4,428万円

常総地方広域市町村圏
事務組合　3.36％
　10億5,506万円　

農業集落排水事業
特別会計　7.00％
　22億361万円

公共下水道事業特別会計　17.53％
　55億1,378万円

水道事業会計　5.36％
　16億8,651万円

※常総地方広域市町村圏事務組合などの一部事務組合地方債
現在高については、当市の負担割合で算出


